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資料 1 

第２回検討会の指摘事項と対応 

１．議事 

温泉資源の保護に関するガイドライン改訂に向けた論点整理の 5）第六 その他 

 指摘事項 
（ページ番号は第 2回検討会の資料 2） 

対応 

１ p119、別紙 13 大深度掘削泉の

モニタリング事例、事例② 

枯渇化現象については、地上で

得られる情報について主に書か

れているが、井戸内に設置され

た遮水パッカー、セメンチング、

ケーシング管の劣化による低温

水浸入が起きることがある。そ

の場合、水位の上昇を伴い泉温

の低下が確認される。資源の枯

渇化現象の判断については、井

戸の障害（坑井障害）と資源側

の問題を検討して考えるべきで

はないか。 

資料 2ガイドライン改訂（案）p9 のア．現に温

泉資源の枯渇化現象が発生している区域のとこ

ろに「なお、枯渇化現象の判断に当たっては、

井戸内に設置された源泉構造物（遮水パッカー、

セメンチング、ケーシング管など）（参考資料参

照）の劣化等、井戸の障害による低温水浸入に

よる泉温低下などの可能性も含めた検討が必要

となる。」を追記。 

２ p136、参考資料 

図 2 地下水の基本概念図は、

地下水の被圧水の状態を示す模

式図である。温泉の場合は複雑

で、複数の帯水層から温泉を採

取していること、帯水層間で井

戸やアニュラスを通した連通な

どもあるので、単純には説明で

きない。うまく表現できる図面

があると良い。 

資料 2ガイドライン改訂（案）p136 の参考資料

の温泉湧出機構のイメージの図 2 地下水の基本

概念図（不圧水・被圧水の概略）を更新。 

３ ｐ117 大深度掘削泉のモニタ

リング事例 

事例②に神奈川県の事例が加え

られたので、そちらとの整合性

を取るべく、事例①と参考 掘

削深度の浅い温泉の事例につい

ては、都道府県の場所を示せな

いのであれば、どこの地域かと

いったぐらいのまとまりで地域

を示すことができないか。その

方が地域的な特性を想像しやす

くなる。 

資料 2 ガイドライン改訂（案）p120 の別紙 13

大深度掘削泉のモニタリング事例、Ⅰ 事例①

のタイトルに「（中部地方の掘削動力泉）」を、 

１.調査の概要に「中部地方にある」を追記。 
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４ ガイドラインでは、大深度掘削

泉を概ね 1000ｍ以上掘削した

井戸としている。例えば 999ｍ

掘削した場合には、大深度掘削

泉ではなくなるが、同じ帯水層

から温泉を採取する可能性があ

り、数字の規制のみでは対応で

きない場合もあるので注意する

必要がある。 

資料 2 ガイドライン改訂（案）p13～14 の３．

その他の規制 ３－１．距離規制 （１）考え

方に「さらに、大深度掘削泉の規定の掘削深度

に達しないため、距離規制が適用されないよう

な場合でも、大深度掘削泉と同一の帯水層から

温泉を採取することで既存源泉に影響を及ぼす

ことも考えられることに留意する必要がある。 

加えて、距離規制を設定した場合は、周辺にお

ける既存源泉等におけるモニタリングを実施

し、その調査結果を基に、必要に応じて距離規

制等の見直しに活用することが望ましい。」を追

記。 

５ 10 年に一度の再分析の結果を

モニタリングデータとして活用

できないか。 

資料 2 ガイドライン改訂（案）p28 の１．モニ

タリングの実施方法には原文で、「定期的に実施

されることとなった温泉成分の分析結果につい

ても温泉資源の状況を把握する上で極めて貴重

なデータであり、他のモニタリング項目ととも

に記録が適切に保管・活用されるべきである。」

と記載がある。 

２．モニタリング結果の反映の「都道府県は、

上記モニタリングの結果等を積み重ねることに

より、掘削等の許否の判断、掘削等の原則禁止

区域の範囲や規制距離の設定の見直しに活用す

べきである。」とし「等」を追記。 

 

６ 都道府県が目的、方向性を決め

てモニタリングに取組むべきと

いうようなことを示せないか。 

資料 2 ガイドライン改訂（案）p26 の第四 温

泉資源保護のためのモニタリングの「また、既

存源泉において～」の文面を「また、既存源泉

においては、高精度の機器でなくても、実施可

能な項目（温度など）を目的に応じた適切な手

段でモニタリングを長期に行い、モニタリング

データが蓄積されるのが重要で、」に更新。 

 

７ ｐ122 の掘削深度の浅い温泉の

事例は、大深度の事例なのか、

長期モニタリングの事例なのか

はっきりしない。モニタリング

に力点を置くのであれば、別紙

9 の事例に加えるといったこと

もあり得る。 

掘削深度の浅い温泉の事例は、資料 2 ガイドラ

イン改訂（案）p107 の別紙９に移動し、タイト

ルを「Ⅲ．長期モニタリングにより地震による

湧出状況の変化を捉えた事例」と修正。 
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温泉資源の保護に関するガイドライン改訂に向けた論点整理の６）動力装置の際の影

響調査実施手法及び揚湯試験実施手法 

 指摘事項 対応 

８ ポンプ設置深度について議論し

なくてよいのか。ガスを発生す

る温泉の場合、ガスの発泡を防

ぐため設置深度を深くする事例

がある。実際にガス対策のため

の設置深度の深部化であればい

いが、利用開始後の水位低下予

想からポンプ設置を下げるとい

ったこともある（限界揚湯量を

超えて汲み上げるためにあえて

設置深度を深くする行為は、資

源枯渇を招く行為といえる）。揚

湯試験の中でポンプの設置深度

の検討が必要である。 

資料 2 ガイドライン改訂（案）p70 の別紙６動

力装置の際の影響調査実施手法及び揚湯試験実

施手法のⅡ 揚湯試験（集湯能力調査）１．揚

湯試験の種類と目的に「また、ポンプの設置深

度については揚程、ガス発泡の有無等を考慮し

た適切な設置深度を検討することが考えられ

る。」を追記。 

９ ｐ64 以降の別紙 6は、行政担当

者が理解しにくい部分であると

考えられる。ただ、用語集を読

めば何とか理解できるが、「計画

採取量」については、用語集に

説明がなく理解が難しく、用語

集で解説するべきである。 

資料 2ガイドライン改訂（案）p139 の温泉用語

集に「計画採取量」を追記。 

10 ｐ71「適正揚湯量≧計画採取量」

は、文章の流れから、「計画採取

量≦適正揚湯量」が良い。 

資料 2 ガイドライン改訂（案）p71 の別紙６動

力装置の際の影響調査実施手法及び揚湯試験実

施手法のⅡ 揚湯試験（集湯能力調査）1-3 連

続揚湯試験で、「ここで、温泉資源保護の観点か

ら考えれば、計画採取量は適正揚湯量以下とな

る（計画採取量≦適正揚湯量）。」と修正。 

11 計画採取量に関しては、限界揚

湯量、適正揚湯量、計画採取量

の関係を棒グラフ等模式図で示

したほうがわかりやすいのでは

ないか。 

資料 2ガイドライン改訂（案）p140 の温泉用語

集に「計画採取量（計画揚湯量）のイメージ図」

を追加。 
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12 れっか水の関係、揚湯試験につ

いてアドバイスはないか（資料

1、p.3）。 

汲み上げ量に対して水位の低下が著しい源泉

（れっか水（裂罅水）を採取している場合など

がこれにあたる）においては、揚湯量を複数設

定した段階揚湯試験が難しい場合があり得る。

そのような場合、資料 2ガイドライン改訂（案）

p128～130 の別紙 14 Ⅲ 揚湯試験特殊事例②

（湧出量が少なく、通常の揚湯試験実施が難し

い場合）に例示したような、揚湯が困難になる

までの時間と総揚湯量を繰り返し測定し、井戸

の能力を見積もる方法が考えられる。ただし、

そのような場合においても、井戸の能力に応じ

た適切なポンプが選択されるべきである。 

 

温泉資源の保護に関するガイドライン改訂に向けた論点整理の７）参考事例等の追加 

 指摘事項 対応 

13 用語集には、以下の文言の解説

を入れるべき。 

 計画採取量（計画揚湯量） 

 揚程（実揚程の関係も含め

て） 

 設置深度 

 水中モーターポンプ 

 陸上ポンプ（サクションポ

ンプ） 

 エアリフト 

 ポンプ性能曲線 

 ガスロック 

資料 2ガイドライン改訂（案）p137～の温泉用

語集に各用語を追記。 

 計画採取量（p139～140） 

 揚程（p145） 

 ポンプ設置深度（p145） 

 動力（p142）に水中ポンプ、陸上ポンプ、

エアリフトのポンプ関係を整理 

 ポンプ性能曲線（p144） 

 ガスロック（p139） 

 

14 ポンプ性能曲線の見方も追記し

てはどうか。計画汲み上げ量及

び揚程から適正なポンプを選定

する方法を示してはどうか。 

資料 2ガイドライン改訂（案）p144 の温泉用語

集に「ポンプ性能曲線」を追記。 

15 ｐ71連続揚湯試験の実施期間に

ついては、ケースバイケースで

考えるべきで、8時間程度で十分

な例も考えられる。ただし、少な

くとも段階揚湯試験時の 2 倍程

度は実施するべきであるとか書

いてはどうか。 

資料 2 ガイドライン改訂（案）p70～の別紙６

動力装置の際の影響調査実施手法及び揚湯試

験実施手法のⅡ 揚湯試験（集湯能力調査）に

は、段階揚湯試験と連続揚湯試験の実施時間に

ついても記載があるので、原文のままとする。 

16 今回、別紙が増えているが、一覧

性に欠ける。目次で別紙の内容

がわかるよう別紙目次等工夫で

きないか。 

資料 2ガイドライン改訂（案）の目次に別紙目

次を追加。 
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資料３ 第１回検討会の指摘事項と対応 

 指摘事項 対応 

17 p12 審議会に外部の専門家の意

見を取り入れている事例はある

か。p41 にも関係するが、専門

家・研究者が少なくなってい

る。 

最近気象庁は、火山関係の研究

者の人材不足を問題視し、文科

省と共に人材育成について検討

している。 

人材育成に関し、温泉プロパー

の研究者をどのように育成して

いくかは重要。 

ｐ41 では北海道の掘削技術専

門学校をぜひ紹介いただきた

い。掘削学校では、地熱掘削に

特化したわけではなく広く掘削

技術者の育成を行っている。 

資料 2ガイドライン改訂（案）p41 のコラム 未

来の温泉の保護・管理を担う人材育成・確保に

ついて、「温泉に関わる科学的な視点だけでな

く、法律や医学、観光、サイエンス・コミュニ

ケーションなど幅広い分野の知見が必要とな

ると考えられます。未来の温泉の保護・管理を

担う人材育成に向けて行政と民間、大学等の研

究機関など温泉関係者が連携した取組が望ま

れます。」を追記するなど記載内容を更新。 

18 コラムについても一覧性を高め

てはどうか。コラム目次の作成

はどうか。 

資料 2ガイドライン改訂（案）の目次にコラム

目次を追加。 

19 ｐ11 の「モニタリングデータ

の蓄積をしておくことは望まし

い」という趣旨の内容はとても

大事なので、もっとインパクト

のある示し方はできないか。 

資料 2 ガイドライン改訂（案）p12 の事例 科

学的な調査に基づく保護地区の設定事例【別紙

１】に「なお、科学的な調査結果に基づく保護

地区が設定された上記事例では、モニタリング

の開始から５年程度の期間を要しています。温

泉の水位や温度の低下等の現象に迅速に対応

するためにも、日頃からモニタリングを実施

し、長期的なデータを蓄積しておくことが望ま

れます。」と記載箇所を変更。 

20 温泉行政担当者等実務に関わる

人以外にも関心を持っていただ

けるよう、コラムや事例集だけ

の目次をつけてはどうか。一般

の人たちは、コラムの拾い読み

ならしてくれそうなので、人材

育成につながるのではないか。 

資料 2ガイドライン改訂（案）の目次にコラム

目次を追加。 
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21 ｐ25～26 について、神奈川県

では、保健所職員が水位データ

等計測しており、必ずしも高い

精度のモニタリングが行えてい

るとはいいがたいが、長期間デ

ータを収取することで、有益な

モニタリングデータとなってい

る。高精度の観測機器でなくて

も長期間データを積み上げる重

要性も記載してはどうか。目的

に応じて最低限必要なものを示

しているが、適切な手段でモニ

タリングデータが蓄積されるの

が大事との点を強調できない

か。 

資料 2 ガイドライン改訂（案）p26 の第四 温

泉資源保護のためのモニタリングの「また、既

存源泉において～」の文面を「また、既存源泉

においては、高精度の機器でなくても、実施可

能な項目（温度など）を目的に応じた適切な手

段でモニタリングを長期に行い、モニタリング

データが蓄積されるのが重要で、」に更新。 

 

温泉資源の保護に関するガイドライン改訂（素案）について 

 指摘事項 対応 

22 ｐ39 図 6 は、とても重要でも

っとインパクトを出せないか。

特に冷却水温度：12℃（一定）

が重要でこの部分もっと目立た

せてはどうか。冷却水が必要な

ことが伝わっていない。資源保

護の観点からはそんなに簡単な

ものではないとのことをしっか

り示した方が良い。 

資料 2 ガイドライン改訂（案）p38 の３．近年

の温泉利用形態について （２）温泉発電の

「【経済性のある温泉発電所が可能な条件】」を

強調するように更新。 

 


